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社会福祉法人 嘉手納町社会福祉協議会 

 

●嘉手納町社会福祉協議会「理念・行動指針」 

 

 

 

  

理念 

私たち嘉手納町社会福祉協議会は、町民ひとり一人の自分らしい暮らしづくり、活躍できる

場づくり、人とのつながり・支えあいづくりに取り組み、『ひとり一人のしあわせ広がる嘉手納

町』の実現を目指します。 

行動指針 

一、 私たちは、理念に向かって組織の一員であることを自覚し行動します。 

一、 私たちは、ひとり一人の可能性を信じ大切な存在として受け止めます。 

一、 私たちは、思いやりの気持ちを持ち、相手の立場に立って考え行動します。 

一、 私たちは、職員同士、積極的に話しあいの場をつくり、お互いに理解し協力します。 

一、 私たちは、多くのつながりに支えられていることを意識し、感謝の気持ちを大切にします。 
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■基本方針 

地域社会の絆の希薄化、物価上昇など経済や社会情勢の変化に伴い地域の福祉課題は一層

複雑、多様化しております。 

そのような現状の中、本会では複雑多様化したケースを包括的に受け止める相談支援体

制、多機関や地域と協働しながら継続的に関わる多機関協働の支援体制、ネットワークの中

から潜在的な相談者を把握するニーズキャッチの体制づくりの充実に引き続き取り組んでま

いります。 

また、子育て世代を含む町民の参加、交流、学びの場の機会を生み出し、住民同士のつな

がりづくり、地域づくりを推進いたします。 

このような体制づくりには、法人の健全な運営と職員の育成、働きやすい環境づくりが重

要だと考えております。限られた人員の中で真に必要な事業に取り組んでいくために今一度

事業の洗い出し等を行っていきます。また、年間を通してチーム支援コンサルティングを導

入することにより職員一人一人のメンタルヘルス、行動促進、理念実現のためのチームづく

りに取り組んでまいります。 

本会の理念である「一人ひとりのしあわせ広がる嘉手納町」の実現に向けて、職員一丸と

なり、地域での信頼を高めていけるよう各事業に取り組んでまいります。 

以下、令和６年度における事業について説明します。 
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■重点目標 

 

１ 人材育成と組織づくりへの取り組み 

法人の職員を対象に、対話を通したチーム支援コンサルティングを導入し、職員一人

一人の理念の理解と行動促進、そして理念実現に向かうチームづくりに取り組みます。 

 

２ 子ども・子育て世代への取り組み 

子ども・子育て世代とつながり、子どもたちやその保護者等の参加、交流、学び機会

を通して、住民同士のつながりづくりを推進し、さらに皆さんと一緒に嘉手納町の未来

の地域づくりを考えていきます。 

 

３ 生活困窮者世帯への一体的支援の展開 

生活福祉資金貸付事業を中心に生活困窮者へ必要な支援と継続的な関わり等を一体

的に展開することにより生活困窮者世帯の社会的、経済的な自立を支援します。 

 

４ 社協の強みを生かした障害児通所支援事業（多機能型）の展開 

運営面での改善に取り組むとともに、あすなろに通う子どもたちとその保護者、そし

てそこで働く職員一人一人がわくわくできる事業所を目指します。 
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■実施事業 

 

【1】組織運営 

①会務の運営及び連絡調整 

１）理事会・評議員会の開催 

２）理事・評議員の研修会の開催（年１回予定） 

３）正副会長・事務局長会議の開催 

４）定期的な係・事業所の会議 

５）職員全体会議の開催 

 

②会員組織の強化と自主財源の確保 

１）社協会員の募集 

社協の活動を住民へ理解を深めてもらうため、広報活動を工夫し、更なる会員増

へ繋げる。 

・戸別会員  

・賛助会員  

・特別会員 

 

③職員の資質の向上と組織づくり 

１）チーム支援コンサルティングの導入 

個々の職員との対話を重ねて理念の理解に加え、相互理解を深めることで、より

強固な関係性の醸成をねらい、理念実現に向かうチームづくりへの取り組みを複数

年（３年）を目安に導入する。 

２）各種研修会への派遣 

３）内部研修会の実施 

 

④総合福祉センターの指定管理運営事業 

１）より多くの町民の方が利用しやすいセンターとするためサービス向上に努める。 

２）火災・自然災害を想定した避難訓練の実施 

３）福祉センターをより多くの町民に知ってもらうためのイベントの検討 

４）リニューアルした福祉センターの周知 
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⑤法人広報・啓発事業 

１）社協だよりの発行（年 4回） 

２）ホームページ・Facebook等によるネットを活用した情報発信 

 

【2】コミュニティソーシャルワーク事業の推進 

１）個別支援関連 

個別支援においては、地域支援での継続した関わりから形成されてきた相談し

やすい関係性を大切にしたアウトリーチを基本とし、地域や法人内外の関係機関

との連携を図りながら、課題解決に向けた支援に加えて、解決が困難な課題につ

いても伴走支援を行っていく。 

① 総合相談支援 

② かでな安心キット事業 

③ フードバンク 

２）小地域福祉活動関連 

継続した関わりが持てている小地域福祉活動においては、活動が長期にわたる

中で内容や活動者の固定化といった課題もあることから、改めて地域の皆さんの

中にある想いを聴き、活動の目的や内容の共通認識を図りながら主体的な活動へ

つながる働きかけを行っていく。 

① 東区見守り隊 

② 中央区気になる会 

③ 北区見守り隊 ※活動休止中 

④ 南区地域見守り隊 

⑤ 西区ささえ愛たい 

⑥ 西浜区つなげる会 

３）子ども・子育て支援関連 

「あさかふぇ」や「屋良っ子番所」といった主に子育て世代に向けた地域とと

もにはじめた新たな取り組みを継続することで、多世代とつながり、既存のカタ

チにとらわれない新たな取り組みを模索していく。 

① ママパパ会 ※仮称（小地域福祉活動フォーラム） 

② あさかふぇ＆あさかふぇマルシェ 

③ 屋良っ子番所 

④ ゆるクッキング会 

４）その他 

① 地域見守り協力活動事業 

② 地域福祉推進計画 

③ 災害時等要援護者支援事業への協力 など 
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【3】支え合うまちづくりの推進 

①各種社会福祉関係諸団体支援事業 

各団体が地域の変化や会員の減少・高齢化により組織のあり方を見直す時期にある

ことに変わりはない。継続的に各団体と連絡会議等で意見交換を行い必要な支援をす

すめる。それぞれの強みを活かした、連携・協働によるまちづくりを進めていく。 

また、各団体へ社協助成金及び共同募金の配分金を助成し活動を支援する。 

（福祉団体） 

  ・嘉手納町老人クラブ連合会 ・NPO法人嘉手納町母子寡婦福祉会 

・嘉手納町障がい福祉協会 ・嘉手納町精神療養者家族会 

・嘉手納町民生委員児童委員協議会 

 

②福祉団体合同新年会「初春の集い」の開催 

 

③心配ごと相談所事業 

地域住民からの相談として、遺産相続や住まいそして離婚問題に関することなど法

律分野の相談ごとも多いため、弁護士の協力のもと継続して住民ニーズに対応してい

く。 

相談員：弁護士 

会場：総合福祉センター（毎月第 2・第 4金曜日） 

※事前予約制（第 2・第 4金曜日：午後 2時、午後 2時 45分、午後 3時 30分） 

※相談時間（45分以内） 

 

④赤い羽根共同募金運動 

福祉事業の財源となる赤い羽根共同募金運動の募金活動への理解と協力を依頼し、

募金活動を推進するとともに、配分金のあり方を見直していく。 

※令和 6年 10月 1日～令和 7年 3月 31日 

 

⑤歳末たすけあい募金運動 

歳末の時期において募金活動を実施し、支援を必要とする方が地域で安心して暮ら

すことができるよう福祉活動を実施する。 

※令和 6年 12月 1日～令和 6年 12月 31日 

 

⑦母子・父子福祉事業 

町内事業所よりの指定寄付金を活用して、一人親世帯の支援を行う。 
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⑧児童・青少年福祉事業 

１）比謝川鯉のぼりフェスタ 

児童福祉週間を前に、時代を担う子ども達の健やかな成長を願い、比謝川上空に

鯉のぼり約 200匹を掲揚する。町総合福祉センター改修工事によりイベント開催の

準備が難しいことから、イベントは開催せず鯉のぼり掲揚のみを行う。 

掲揚期間：令和 6年 4月 27日（土）～5月 12日（日)  

２）児童福祉週間啓発ポスターの掲示 

 

⑨老人福祉事業 

高齢者の自立と生活の質の向上を目的に事業を実施する。 

１）社協サロン 

制度やサービスにつながっていない閉じこもりがちな高齢者の方を対象に、新た

な社会参加の場を提供し、仲間づくりの場、孤立感の解消、見守り、閉じこもりの

防止、介護予防、健康づくりを目的として、また地域や制度・サービスへつなぐこ

とも視野に入れながら事業の推進を図る。 

※毎月第 1月曜日（午後 2時～午後 4時） 

２）ふれあい訪問事業 

一人暮らし等の高齢者宅を見守り・ふれあい活動を目的にボランティアが訪問し

高齢者の安否確認と安心して暮らせる地域支援事業として実施する。 

３）老人福祉週間啓発ポスターの掲示 

 

⑩障害児・者福祉事業 

障害児・者等の自立支援と社会参加、又、その家族の支援を図る為に事業を実施す

る。 

１）ゆるクッキング事業 

 

⑪法外援護活動  

現行制度で対応が難しく困窮している住民に対し、緊急かつ一時的に支援を行うこ

とを目的とする。 

 

⑫日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業） 

本事業への相談から契約には至らないまでも継続支援を行うケースも増えており、

伴走支援の中で状況・状態に応じて成年後見制度の活用も含めた対応を検討していく。

そのためにも今後、嘉手納町が実施していく成年後見制度利用促進体制整備事業との

連携の可能性を模索していく。 
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⑬生活福祉資金貸付事業 

所得の少ない世帯、障がい者や高齢者のいる世帯に対して、その世帯の生活の安定

と経済的自立を図ることを目的に、資金の貸付を行う。 

特例貸付の免除・猶予相談、償還支援を行う中で、生活困窮者世帯等の実態がより

見えてきている。今年度も必要な支援、継続的な関わりをコミュティソーシャルワー

カーや他機関と連携を行い、生活に困っている相談者へ社会的、経済的支援を寄り添

いながら行っていく。 

１）貸付相談 

２）償還支援 

３）各種関連事業事務 

（生活福祉資金貸付事務、臨時特例つなぎ資金事務、債権管理事務） 

 

⑭福祉バス運行事業 

福祉団体等の活動を支援する為に、福祉バスの運行を実施する。 

 

⑮苦情解決事業 

第三者委員を設置し対応を迅速に行う。 

 

⑯制服リサイクル事業 

不要になった学生服を寄附していただき、必要な方へ提供する。 

  

⑰フードバンク事業 

家庭や企業から期限が 1 カ月ほど残っている食料（缶詰・お米・インスタント食品

など保存のきくもの）を寄附していただき、緊急で食料の支援が必要な方へ提供する。 

 

⑱第 9 回嘉手納町社会福祉大会の開催 

町内の福祉関係者が一堂に会し、地域福祉の向上に寄与された個人・団体の方々を

表彰すると共に、嘉手納町内の地域福祉の更なる充実・発展に向けて社会福祉大会を

開催する。 

期日：令和 6年 11月（予定） 

内容：表彰・記念講演 

 

【4】在宅福祉サービスの推進 

①高齢者等食の自立支援事業（配食サービス）［町受託事業］ 

日常生活に支障のある在宅の高齢者及び心身に障害がある者に対し、食生活の改善

及び安否確認を行い、福祉の向上を図る。 
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・調理委託先：沖縄県高齢者協同組合 配彩ナビィー（恩納村） 

配食日：月曜日～土曜日（夕食） 

 

②地域介護予防活動支援事業（ミニデイサービス）［町受託事業］ 

集いの場・ゆんたくの場として機能しているミニデイサービスを、今年度もボラン

ティアの皆さんと連携を図りつつ、各区での活動を支援する。 

・東区がんじゅう会 ・中央区あしびなー会 ・北区百の会 

・南区かりゆし会  ・西区ゆんたの会   ・西浜区ことぶきの会 

 

③障害者地域生活支援事業［町受託事業］ 

障がい児・者が自立した日常生活又は社会生活が営むことができるよう、柔軟な形

態により事業を実施する。そして、全事業を通じて障がいについての理解・啓発に努

め、障がいがあっても自立した豊かな暮らしを営むことができるように取り組む。 

 

①理解促進研修・啓発事業（ペアトレ講座、手話を知ろう等） 

②自発的活動支援事業（ゆんたく便りの発行、ゆんたく会の開催など） 

③レクリエーション事業（ドームでのレク等） 

④文化・芸術活動支援事業（ジャンベ、陶芸等） 

⑤声の広報等発行事業 

⑥成年後見制度法人後見支援事業 

⑦ごちゃまぜフェスタの開催 

 

④地域活動支援センターてぃんがーらの運営［町受託事業］（障害者自立支援法） 

利用者が安心して自分らしく過ごし、継続して利用できる場所の提供づくりを進め

るために、常に利用者の立場にたち、コミュニケーションをとるとともに、相談活動

を通して利用者の不安解消を図る。 

●主な活動 

１）安心できる居場所づくり 

２）生産活動（手作り商品作成・役場販売等） 

３）レクリエーション活動（野外活動・スカットボール等） 

４）余暇活動の充実（和太鼓・大正琴・習字） 

５）日常生活等の課題に対する支援（買い物支援・調理実習等） 

６）健康管理（体調についての相談・助言等、服薬の確認等） 

７）個別支援計画の作成 

８）障がい者に対する理解を促進するための普及活動 

     （イベントの参加・パネル展示での事業所紹介等） 
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９）利用者と家族の不安解消に向けた支援 

10）関係機関との連携（福祉サービス事業所等） 

11）相談員（精神保健福祉士等）による相談業務 

 

⑤わくわくクラブあすなろの運営（児童福祉法に基づく障害児通所支援事業） 

わくわくクラブあすなろは、多機能型事業所として放課後デイサービス事業と児童

発達支援事業を運営している。児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業所として、

発達の気になるお子さんの発達支援・療育を行う。 

異年齢の子どもたちが、のびのびと遊ぶことで人とのやりとりがうまれ、そこで人

間関係を学び、相手の気持ちも理解する豊かな想像力を育てる。また、学校教育と連

携し障害児の自立促進をするとともに、放課後の居場所作りを目的とする。 

１）放課後デイサービス事業 

２）児童発達支援事業 

 

⑥介護用品貸与事業（車いす） 

介護保険制度など制度利用までのつなぎ、入院時の外泊、骨折等による一時的な利

用が必要な方などへ貸し出す。 

 

【5】ボランティア活動と福祉教育の推進 

～みんなでつながって みんなのちいきをそだてよう～ 

さまざまな状況の中でも、活動する皆さんは、「じぶんができること」、「自分たちがで

きること」に取り組んでいる。だからこそ、活動する一人一人がやりがいを感じてもら

いながら、出来る活動を進めていけるよう活動者や団体を把握し、つながりをつくり、

活動しやすい環境づくりを行う。 

また、今年度も「ふだんのくらしのしあわせ」の実現に向けて福祉教育等、学校との

連携を図り実施していく。そして、これからの嘉手納町の未来を、地域の子ども達と一

緒に考えていける場と機会を検討していく。 

 

〇ボランティア活動を定義づける概念 

「自発性」・・・自ら進んでする。するかしないか自体が自由である。 

「社会性（公益性）」・・・自分自身や仲間内の利益ではなく、みんなに開かれて 

いる。 

「無償性」・・・金品に限らず、対価を得ない行為。実費弁償は対価とみない。 
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【実施事業】 

①ボランティア団体助成事業 

１）手話サークルかでな 

２）手話サークルノビルの会 

３）リーディングサービスあいあい 

 

②ボランティア・ＮＰＯ支援事業 

１）個人ボランティア活動に関する相談・支援 

２）ボランティア団体活動に関する相談・支援 

３）ボランティア保険に関する相談・支援 

４）ボランティア感謝の集い 

５）一人暮らし高齢者宅等清掃活動 

６）ＮＰＯ団体に関する相談・支援 

７）ボランティアだよりの発行 

 

③ボランティアセンター拠点整備 

１）ボランティア（個人・団体）登録及び情報提供 

２）ボランティア活動等に必要な資材の整備及び貸与 

 

④福祉教育の推進 

１）福祉教育協力校指定事業 

屋良小学校、嘉手納小学校、嘉手納中学校、嘉手納高校 

２）福祉教育協力校連絡会の開催 

３）福祉教育推進助成事業（公募） 

町内の保育園・幼稚園を対象に実施 

４）小学生ボランティアスクール 

５）いもっ子ボランティアスクール 

６）学校・一般団体・企業への体験学習・研修への支援 

 


